
基発第 0604001号  

平成16 年 6 月 4 日  

都道府県労働局長 殿  

厚生労働省労働基準局長  

（公 印 省 略）  

労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部  

を改正する省令の施行について   

労働基準法施行規則及び労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令（平成16年  

厚生労働省令第101号。以下「改正省令」という。）が本日公布され、平成16年7月1日か  

ら施行されることとなったので、下記の事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。  

記  

1改正の趣旨   

今般の改正は、平成13年2月に報告のあった「眼の頗害認定に関する専門検討会」及び   

平成16年2月に報告のあった「整形外科の障害認定に関する専門検討会」の検討結果に基   

づき、労働基準法施行規則（昭和22年厚生省令第23号）別表第二「身体障害等級表」（以   

下「身体障害等級表」という。）及び労働者災害補償保険法施行規則（昭和30年労働省令第  

22号）別表第一「障害等級表」（以下「障害重版表」という。）を改正することとしたもの   

である。  

2 改正の内容   

身体障害等級表及び障害等級表の各身体障害の欄の一部が、それぞれ次のとおり改正され   

た（改正省令第1条及び第2条）。  

（1）手指の亡失等の障害  

示緒を失ったものの等級が1級引き下げられ、小指を失ったも甲の等級が1級引き上げ  

られること等により、次の等級文は障害等級について改正された。  

ア 第6級  

1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの（第6級の7）  

イ 第7級  

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの（第7級の6）  

1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの（第7級の7）   



ウ 第8級   

1手め母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの（第8級の3）   

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの（第8級の4）  

エ 第9級   

1芋の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの（第9級の8）   

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの（第9級の9）  

オ 第10級  

第10級の5 削除   

1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの（第10級の6）  

カ 第11級   

1手の示指、中指又は環指を夫ったもの（第11級の6）  

第11級の7 削除  

キ 第12級   

1手の小指を失ったもの（第12級の8の2）   

1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの（第12級の9）  

ク 第13級   

1手の小指の用を廃したもの（第13級の4）   

第13級の6 削除  

第13級の7 削除   

ケ 第14級  

第14級の5 削除  

1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの（第14級の6）  

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの（第14  

級の7）  

（2）眼の障害  

眼の障害に関ヒi等級実は障害等級に応じ、次に掲げる障害か新たに加えられた曹   

ア 第10級  

正面視で複視を残すもの（第10級の1の2）   

イ 第13級  

正面視以外で複視を残すもの（第13級の2の2）  

（3）用言吾  

障害等級表及びその備考中「腕関節」が「手関節」に、「奇形」が「変形」に、「仮関節」   

が「偽関節」に、「薬指」が「環指」に、「未関節」が「遠位指節間関節」に、「指関節」   

が「指節間関節」に、「第1指関節」が「近位指節間関節」に、「末節」が「末節骨」に改   

められた。  

3 経過措置   

改正省令は平成16L年7月1日から施行される（改正省令附則第1項）が、これに伴う経   



過措置については、次のとおりである。  

（1）改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、労働基準法   

（昭和22年法律第49号）の規定により使用者が行うべき障害補償については、改正省令   

の施行後に支給されることとなる場合においても、改正前の身体障害等級表による身体障   

害の等級に応じて行うこととなる（改正省令附則第2項）。  

（2）改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、労働者災害   

補償保険法（昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。）の規定により支給す   

べき障害補償給付及び障害給付については、改正省令の施行後に支給されることとなる場   

合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級に応じて支給することとな   

る（改正省令附則第3項）。  

（3）改正省令の施行前に労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合において、労災   

保険法の規定により支給すべき遺族補償給付及び遺族給付については、改正省令の施行後   

に支給されることとなる場合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級   

に応じて支給することとなる（改正省令附則第4項）。  

（4）改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、労働者災害   

補償保険特別支給金支給規則（昭和49年労働省令30号。－以下「特支金則」という。）の   

規定による障害特別支給金、障害特別年金及び障害特別一時金については、改正省令の施  

卵岬障害の障軍   

等級に応じて支給することとなる（改正省令附則第5項）。  

（5）改正省令の施行前に負傷・疾病が治り、身体に障害が存する場合において、特支金則の   

規定により支給する遺族特別年金及び遺族特別二時金については、改正省令の施行後に支   

給されることとなる場合においても、改正前の障害等級表による身体障害の障害等級に応   

じて支給することとなる（改正省令附則第6項）。  

4・その他   

今回の改正省令の施行に伴う障害等級の認定基準の改正については、別途通達する。   
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別表第一 障害等級表 （第十四条、第十五条、第十八条の八関係）  

身体障害  

一 両眼が失明したもの  

こ そしやく及び言語の機能を廃したもの  

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要す  

るもの  

当該障害の存する期  

一年につき給付基礎日  

額の三一三日分  

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの室  

丑． 巨棚帯  ‡  

両上肢をひじ関節以上で失ったもの  

両上肢の用を全廃したもの  

両下肢をひざ関節以上で臭ったもの  

両下肢の用を全廃したもの  
7∧，′∧マ．れ）〃ヾnヾ人｝∧∨∧〉．WW品W一′〟∨・、、、、、、■．・爪ヽギ・・r■、▲＼W∴““∧爪“ハ′、■、叫ん八′＞〝′■〃′■▲▲▲〝′〟＝′・ん，′′・W≠～ⅤYノ，・〟・、、“・〟′”■ム・、、∴ゝ、′・“洲人、†洲・■・W・州、“、〉ノ人、・・・印〟・、W′・・八人〉、′・′〟一ツ▲、〉・W・∧′、W′′小ナ、・〟WⅣJス、√′ノ、山一、ゝ，〉■■ノ〟・、、∴、、、、、W 

仔  一眼が失明し、他眼の視力が○・○二以下になったもめ  

≧  
両眼め視力が○・○二以下になったもの  

≧  
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を 

要するもの  
琴≡  

の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要する  

の  

三 両上肢を手関節以上で失ったもゐ  

両下肢を足関節以上で失ったもの  

一眼が失明し、他眼の視力が○・○六以下になったもの  

同二四五日分        ± そしやく又は言語の機能を廃したもの  

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残しi終身労務に服  
琴  

ることができないもの  
〃‾汀  

四 胸腹部臓器の機能に著しい草書妄残し、川ミ カ召、こ  こ、  

ができないもの  

五 両手の手指の全蔀を失ったもの  

同ニー三日分  一両眼の視力が○・○六以下になったもの  

二そレやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの  

三両耳の聴力を全く失ったもの  

四一上肢をひじ関節以上で失ったもの  

五一下肢をひざ関節以上で失ったもの  

六両手の手指の全部の用を廃したもの  

瑚  
七両足をリスフラシ関節以上で失ったもの  
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眼の視力が○・一以下になったもの  

務以外の労務に月紆ることができないもの  

の三胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以 

の労務に服することができないもの   

一上肢を手関節以上で失ったもの   

一下肢を足関節以上で失ったもの  

一上肢の用を全廃したもの  

一下肢の用を全廃したもの   

そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの   

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない醸  

以上の距離では普通の話声を解することができない程度にな？たも 

ー下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの   毒  

手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの  



両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を  

することができない程度になったもの  

二めニ ー耳の聴力を全く央い、他耳の聴力が－メートル以上の距  郡 載 ≡  
では普通の話声を解することができない程度になったもの  

服することができないもの   

一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの  

八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの  

一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの  

一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの  

一側のじん臓を失ったもの  



両眼に半盲症、視野狭さく女は視野変状を残すもの  

四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの  

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの  

六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの  

るごとができない程度になづたもの  

の三一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができな亘  

い程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話斉  

解することが困難である程度になったもの  

セ ー耳の聴力を全く失ったもの  

七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することがで  

る労務が相当な程度に制限されるもの  

の三 胸腹部臓轟の機能に障害を残し、服することができる労務 

一恵ゐ哀痛ゐ仝蔀あ肩を廃したも両  

二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの  

ことが困難である程度になったもの  

四一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程  

一下肢を三センチメートル以上短縮したもの  

一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの  



眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもわ  

上の距離では小声を解することができない程度になったもの   

一耳ゐ聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を妄   

することができない程度になったもの  

せき柱に変形を残すもの  

六一手の示指、中指又は環指を失ったもの  

一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの  

不 一土琴の三大関節中の二関節の機能に障害を残すもの  

一下肢の主大関節中の一関節の機能に障害を残すもの  

長管骨に変形を残すもの  

のニ ー手の小指を失ったもの  

九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの  

ニ 局部にがん固な神経症状を残すもの  



ー 一眼の視力が○・六以下になったもの  

一眼に半音症、視野狭さく又は視野変状を残すもの  

この二 正面視以外で複視を残すもの  

三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの  

三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの  

四 一手の小指の用を廃したもの  

五 一手の母指の指骨の一部を失ったもの  

六 削除  

七 削除  

八 一下妓を－センチメートル以上短縮したもの  

九 一足の第三の足指以下の－又は二の足指を失ったもの  

－○ 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二  

同一○一一日分  

足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃した もの  

上肢の露出面に七のひらの大きさの醜いあとを残すもの  

下肢の露出帝にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの  

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの  

九 局部に神経症状を残すもの  

視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について   

測定する。  

二 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったも   

のをいう。 

三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近   

位指節間関節（母指にあっては指節間関節）に著しい運動障害を残すものをいう。  

四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。  

五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関   

節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節（第一の足指たあっては指節間   

関節）に著しい運動障害を残すものをいう。   




